
審議事項(3)-2 

 - 1 – 
(財)財務会計基準機構の Web サイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無

体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの

法律により禁じられています。 

関連当事者開示が必要となる企業年金との取引について 

 

 

○ 関連当事者となる「従業員のための企業年金」の定義（基準案第 5項(3)⑪） 

 

従業員のための企業年金(会社又は基金が個別の運用を指図することにより投資を行う

企業年金及び会社と借入等の取引を行う企業年金に限る。) 

 

 

○ 企業年金との取引が開示の対象となるのは、以下の限定的なケースに限られる（基準案

第 22項）（※）。 

 

① 基金型の確定給付企業年金（又は厚生年金基金）を有しているとき 

 

                     

                                       

      

 

② 退職給付信託を設定しているとき 

 

 

 

③海外の子会社が海外独自の制度に基づく企業年金を有しているとき 

 

 

 

 

（※）確定拠出型の年金は、従業員が運営管理機関に運用の指図を行い、企業が掛金を拠出

した資産管理機関が運営管理機関から伝えられた指図に基づき、金融機関と資産の売

買を行うため、開示の対象外となる。 

   規約型の確定給付企業年金、適格年金についても、個別指図、自家運用ができないた

め、開示対象外となる。 

 

 

 

拠出以外に会社との取引がある場合は、当該取引を開示。 

借入取引を行っている場合は、借入取引を開示。 
自家運用をしている場合は、債券等の運用を会社と直接行っている場合のみ当該取引

を開示。 

会社と直接入替え等の取引を行っている場合は、当該取引を開示。 

oshio
禁複写
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